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熊本市の政令指定都市移行を実現させよう！

事業紹介事業紹介
■平成21年11月5日（木）　熊本市政令指定都市推進協議会 報告会開催

■平成21年10月16日　総務大臣告示

■平成21年11月2日 
　第1回　熊本市行政区画等審議会　開催

■平成21年10月27日
　第1回　政令指定都市移行県市連絡会議　開催

○平成21年11月23日　熊本市行政区画等審議会の旧富合町、城南町、植木町視察

○平成21年11月24日　第2回　熊本市行政区画等審議会　開催

○平成21年12月 3 日　第3回　熊本市行政区画等審議会　開催

　10月16日付の総務大臣告示により、熊本市と城南町、植木町の合併が正式に決定し
たことを受け、その報告とともに、今後の政令指定都市像についての意見聴取を目的
に、当協議会会員と個人サポーター、協力団体を対象に報告会を開催しました。

　開会にあたり、村上一也当協議会副会長（熊本市農業協同組合代表理事組合長）より
「悲願の政令指定都市への移行が、いよいよ現実のものとなってきた。今後も平成24
年4月の政令指定都市の誕生に向けて、全力で取り組んでいこう」との挨拶に引き続

接密を携連のと会議協も後今「、りよ長市本熊史政山幸るあもで役談相の会議協当、き
に図りながら政令指定都市の実現に向けた機運の醸成に努めるとともに、市民
の期待に応え、魅力と活力にあふれた政令指定都市の実現に取り組みたい」とご
挨拶いただきました。

　その後、熊本市の担当者より、「※政令指定都市移行までのスケジュール（案）」
が示され、政令指定都市に向けたこれまでの取り組みと今後の進め方、また来年
度に策定する「政令指定都市ビジョン」についての説明があり、出席者との意見
交換が行われました。

でん込り盛を携連のとアジア、業農や史歴「、はらか者席出　
「」いしほ 平成23年の新幹線開業を控え、今後の観光振興に

期待するとともに、遅れている交通アクセス整備を早急に進
めてほしい」などの意見や要望が出され、今後の政令指定都
市移行に向けた貴重な意見交換となりました。

村上一也　副会長 幸山政史　熊本市長

会場の様子

熊本市の政令指定都市に向けた動き熊本市の政令指定都市に向けた動き
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総務省事前協議 総務省本協議

※政令指定都市移行までのスケジュール（案）
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度～
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政令指定都市ビジョン策定

権限移譲
項目の確定 事務引継準備作業など

県市間の人事交流

新市発足から政令指定都市移行まで先進事例では約２年

講演会・先進地視察・パレード・オープンハウスなどで政令指定都市実現を応援！！
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熊本市・城南町・植木町 合併決定!!
平成22年3月23日 新「熊本市」誕生!!

来春誕生！！ 新「熊本市」の姿来春誕生！！ 新「熊本市」の姿
（熊本市＋城南町＋植木町）

※人口は平成17年国勢調査の数値
※面積は平成20年10月1日現在の数値

人 口
世 帯 数
面 積
人口密度

727,978
288,605
389.51
1,869

人
世帯
㎢
人／㎢

＊このスケジュールは、報告会で示されたスケジュール案をもとに、協議会の活動等を加えて作成したものです。

総務省は10月16日付官報で、熊本市に城南町、植木町を編入する合併を告示。

これにより、来年3月に人口約72万8千人の新「熊本市」が誕生することが決定。

政令指定都市移行に伴い県から市へ移譲される

事務内容の協議・検討等を行う会議。

第1回の連絡会議では340事務を協議対象とする

ことを承認。

約1年かけて協議し、基本協定の締結を目指す。

行政区画等審議会とは、市長の諮問機関（附属機関）

で、「行政区の編成」「区役所の位置」「区の名称」の

審議・調査を行い、意見を市長へ答申する機関。


